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平成26年１月30日（木曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・県立宮崎病院再整備の方向について

・ケアプランの作成に係る実態調査結果につい

て

・宮崎県障害者計画（案）について

・宮崎県発達障がい者支援計画（案）について

・宮崎県動物愛護管理推進計画（案）について

・ＤＶ対策宮崎県基本計画（案）について

出席委員（７人）

委 員 長 新 見 昌 安

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 星 原 透

委 員 中 野 明

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

病 院 局 医 監 兼
豊 田 清 一

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
桑 山 秀 彦

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 山之内 稔

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

福祉保健部次長
冨 髙 敏 明

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

こども政策局長 橋 本 江里子

部参事兼福祉保健課長 原 田 幸 二

医 療 薬 務 課 長 長 倉 芳 照

薬 務 対 策 室 長 肥田木 省 三

国保・援護課長 青 山 新 吾

長 寿 介 護 課 長 川 添 哲 郎

障 害 福 祉 課 長 古 川 壽 彦

衛生管理課課長補佐 斎 藤 孝 二

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感染症対策室長 蛯 原 幸 子

こども政策課長 長 友 重 俊

こども家庭課長 村 上 悦 子

事務局職員出席者

議事課主任主事 橋 本 季士郎

議事課主任主事 大 山 孝 治

○新見委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしました日程案のとおりでよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩
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午前10時１分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

報告事項の説明をお願いします。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いをいたします。

○渡邊病院局長 おはようございます。病院局

でございます。病院局からは、１件御報告させ

ていただきたいと思います。

「県立宮崎病院再整備の方向について」でご

ざいます。

県立宮崎病院につきましては、昭和58年の改

築から約30年を経過しておりまして、施設の老

朽化あるいは狭隘化が進んでいることに加えま

して、高齢化の進展に伴う疾病構造の変化、あ

るいは医療ニーズの高度化・多様化の中で、十

分に医療機能が発揮できないなど、さまざまな

課題が出てきております。

また、東日本大震災の教訓を踏まえまして、

防災力向上の観点から、耐震性の向上やヘリポ

ートの設置など、施設全体の防災機能を強化す

る必要も出てまいりました。

こうした課題を踏まえまして、病院局では、

昨年度に25年度中に整備の方向をお示しするこ

ととしておりました。そのため、昨年度から宮

崎病院の再整備について検討に着手しておりま

して、本年度は外部の有識者で構成する病院事

業評価委員会、３度にわたりまして意見をお聞

きするなど、医療機能や経営面などさまざまな

角度から検討を重ねてまいりました。このたび、

整備の方向を取りまとめましたので、御報告さ

せていただきます。

詳細な説明は次長のほうから申し上げますが、

整備の方向としましては、急性期病棟や外来診

療部門など病院の根幹をなす部門の改築は必要

と判断しまして、既存施設を一部活用した大規

模改築または全面改築をベースに、今後、さら

に検討を加え、26年度中に基本構想を取りまと

めることといたしました。

県議会からの御意見、御提言等もいただきな

がら、今後、検討を深めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○桑山病院局次長 それでは、続きまして、私

のほうから、県立宮崎病院再整備の方向につい

て、お手元のこの資料に基づきまして御説明を

させていただきます。

まず、１枚めくっていただきまして、目次を

ごらんいただきたいと思います。

まず、１から３の項目で、宮崎病院の概況、

現状等を御説明した上で、４と５で、施設の課

題や再整備の必要性を、それから、６、７で再

整備案の概要と今後の方向について、御説明を

申し上げたいと思います。

まず、１ページをごらんいただきたいと思い

ます。

「県立宮崎病院の概況」でありますけれども、

（１）「施設の状況」でございますが、現病院の

敷地面積は、実測で約３万6,000平米という状況

で、３の「建物概要」にありますが、主な施設

が上２つの診療棟、病棟でございます。両方合

わせまして、延べ床面積が約４万平米、昭和58

年から60年にかけて改築竣工いたしまして、約30

年を経過しているところでございます。

また、その下に精神医療センターございます

が、これは新富町にございました県立富養園精

神科病院を閉院して、平成21年に併設を行った

ものでございます。

また、下から２つ目、「耐震構造」であります

けれども、現在の施設は新耐震基準は満たして

おりますけれども、大地震の場合でも、人の安
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全に加えましてその後の業務継続ができる、病

院機能が維持できる1.5倍までの強度はありませ

ん。このため、大地震が起きた場合には、倒壊

のおそれはないものの、その後の継続使用がで

きないおそれがございます。

それから、最後の「立地状況」、この中では、

大淀川までの距離１キロメートルということで

ありまして、大地震による津波のおそれはない

とされておりますけれども、大淀川が氾濫した

場合、宮崎市のハザードマップによりますと、

１メートルから２メートルの浸水が予想される、

想定される区域になっております。

次の２ページのほうに、「診療の状況」をまと

めております。上２つにありますように、宮崎

病院は、宮崎大学附属病院に次ぐ規模の診療科、

それから病床数を有する病院でありまして、「各

種指定等」の欄にありますように、救命救急セ

ンター、あるいは基幹災害拠点病院など、全県

レベルの中核病院として、さまざまな指定を受

けております。

また４番目に、「ＤＰＣ対象病院」という欄ご

ざいますが、この「ＤＰＣ」というのは、診療

報酬制度上の仕組みでございまして、高度な急

性期医療を行う病院を主に対象としている仕組

みでございますが、その中で宮崎病院は、全

国1,500余りの適用病院の中で、一番上が大学病

院の本院ということでⅠ群といいますが、これ

が80病院あります。

その次のⅡ群、90病院の中に宮崎病院は、九

州内の公立病院では唯一位置づけられておりま

して、その高い診療機能、医療機能が、こうい

う制度のもとで評価をされているとこでござい

ます。

それから最後の欄、一番下に、「研修医」の欄

がございますが、宮崎病院では、基幹型の臨床

研修病院といたしまして、毎年度、大学に次ぐ

研修医を受け入れて、教育機能も担っていると

ころでございます。

次に、３ページをごらんいただきたいと思い

ます。

「宮崎病院の主な診療機能の現状」につきま

して、５ページにかけてまとめております。

まず、３ページの一番上、（１）の「多数の診

療科の連携による総合性を生かした医療の提供

（高度・急性期医療）」につきましては、まず、

①の「がん医療」でございますが、地域がん診

療連携拠点病院として高度な医療を提供してお

りまして、３つ目のぽつにありますが、平成24

年度のがんの延べ入院患者数、これは全体の約

４分の１を占めております。

また、外来におきましても、全体の約18％が

がんの患者が占めておりまして、現在の病院を

整備した当時には考えられませんでした外来化

学療法、こういったものの患者が増加している

状況にあります。

それから、②「脳卒中」、それから③の「急性

心筋梗塞」、こういったものにつきましても、中

核的な医療機関として手術を中心に高度な医療

を提供しているところでございます。

さらに、④の「周産期医療」では、「地域周産

期母子医療センター」という位置づけされてお

りまして、小児科と産科の密接な連携により高

度な医療を提供しておりますほか、４ページの

ほうになりますが、⑤「小児医療」につきまし

ても、三次の救急医療を担う拠点病院としての

機能を担っております。

この⑤の中の３つ目のぽつのところになお書

きしておりますが、この中で、平成26年度から

は、こども医療圏の趣旨を踏まえまして、宮崎

市の小児診療所の機能、二次救急の機能を宮崎
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病院が担うこととなっておりまして、あわせま

して、宮崎市が運営しております夜間急病セン

ター、初期救急、この部分が敷地内に移転して

くる予定となっております。

それから、６番目に「移植医療」を掲げてお

ります。これは、県内の雄一の実施機関として、

腎移植を昭和63年度から取り組んでおるとこで

ございます。

また、⑦の「救急医療（災害医療）」でありま

すが、救命救急センターにつきましては、平成20

年４月に救命救急専門医を１名確保しまして、

これによりまして、平成24年度の患者数は、相

当数増加している状況となっております。

次に、（２）、一番下のところになりますが、

「法令等にもとづき対応すべき医療の提供（政

策医療）」でございますが、まず、①の「感染症

対策」でございます。現在、第二種の感染症指

定医療機関として、必要な特殊病室を整備して

対応しております。

次のページ、ごらんいただきたいと思います

が、さらに、宮崎県として課題となっておりま

す「第一種感染症指定医療機関」、これが本県に

は指定がございませんが、新型インフルエンザ

等に対応するためのそういった医療機関の指定

を宮崎病院が受けるよう、求められているとこ

ろでございます。

また、最後の「精神医療」でございますが、

県立の施設といたしまして、民間では対応困難

な身体合併症を有する患者でありますとか、あ

るいは高度な精神科救急の対応、そういったも

のを中心に取り組んでいるところでございます。

次に、６ページをごらんいただきたいと思い

ます。

宮崎病院を取り巻く環境について御説明をし

たいと思います。

（１）でございます。まず、「医療施策の方向

性」でありますけれども、我が国では、団塊の

世代が75歳以上を迎える2025年に向けた医療費

の急増が、2025年問題ということで課題にされ

ておりまして、その対策といたしまして、医療

機関の機能分化が進められていくものというふ

うに予測をされております。

この資料の中には記載しておりませんが、宮

崎病院は、そうした流れの中では、より高度な

急性期医療を担う医療機関としての役割、そう

した機能の強化が望まれるものというふうに考

えております。

それから２番目に、「宮崎県及び宮崎東諸県医

療圏の状況」というものを記載しております。

県全体と、それから宮崎病院が位置する医療

圏の既存病床につきましては、ともに基準病床

を超えている状況にあるんですけれども、一方

で、宮崎東諸県医療圏では西都児湯医療圏など、

他の医療圏からの患者の流入も多いという状況

にあります。

宮崎病院自体でも、約３割は、宮崎東諸県医

療圏以外からの患者となっておりまして、そう

した患者動向、役割を踏まえながら、今後、整

備を行っていく必要があるというふうに考えて

おります。

それから最後に、（３）として「人口動態及び

患者推計」を掲げておりますが、今後、高齢化

の進展によりまして、３行目から記載しており

ますが、県内の総人口は、26年後の平成52年に

は平成22年対比で20％程度減少するとなってお

りますが、65歳以上の人口に限ってみますと、

約14％増加すると予測されておりまして、医療

に対する需要、これは入院患者を中心に増加し

ていくものというふうに考えております。

宮崎病院の位置する宮崎東諸県医療圏でも、



- 5 -

平成26年１月30日(木)

ほぼ同様の予測となっておりまして、宮崎病院

では、こうした高齢化の中での患者増に対応し

た医療の提供、あるいは施設環境の整備が必要

であるというふうに言えようかと思っておりま

す。

次に、７ページをごらんいただきたいと思い

ます。

４として、「県立宮崎病院の施設課題」につい

て御説明を申し上げます。

大きく４つの課題に分けて記載をしていると

こでございますが、まず１番目としまして、「防

災機能の強化」が上げられます。

①にあります「浸水対策」として、１階にあ

る救命救急センターや高額医療機器の浸水対策

を進める必要がございますし、②といたしまし

て、大規模地震に対する耐震性の向上も課題で

ございます。

それから、③でありますけれども、基幹災害

拠点病院の指定要件に、新たにヘリポートの設

置が義務づけられておりますが、こうした対応

も行う必要があるというふうに思っております。

それから、次の課題として、（２）の「老朽化

対策」でありますが、病院の給排水設備につき

ましては、24時間、365日、使用しておるわけで

ございますが、耐用年数の到来によりまして、

大規模な改修が必要となっております。

このほか、エレベーターの増設であるとか、

一番下に写真を掲げておりますが、ベッドサイ

ドの酸素あるいは吸引等の配管設備、こういっ

たものの増設も必要となっております。

それから、８ページのほうですが、３番目の

「診療機能の維持・充実」ということで、①「救

命救急機能」では、救命救急センターの入り口、

動線が、歩いてこられるウオークインの患者さ

んと救急車で搬送される患者さんの出入り口が

同一になっておりまして、この動線の分離が必

要であるというふうに、国等からも指摘を受け

ております。

また、②の「がん診療機能」では、手術後の

ケアなどに必要な個室の不足、あるいは外来化

学療法室、これが非常に狭くて、広いスペース

の確保が必要であるといった課題がございます。

そのほか③、④、周産期医療あるいは感染症

対策関係でも、施設機能の整備が必要な状況と

なっておるところでございます。

次に、９ページをごらんいただきたいと思い

ます。

５番目として手術室を掲げておりますけれど

も、やはり機能強化充実の関係から部屋数をふ

やすこと、あるいは医療機器の増加に対応して、

１室当たりの面積を広げること、そういった課

題などがございます。

それから、最後の４つ目の大きな課題として、

「患者・家族のプライバシー確保、アメニティ

ー向上」を上げております。

病室につきましては、個室化でありますとか、

あるいは患者・家族との相談室、そういったも

のを病棟に設ける必要がございます。

また、外来では、診療室等の増設、あるいは

十分なスペースの確保、さらに、診察室で、一

番下に写真ございますが、上があいておりまし

て、話が全部聞こえるような構造になっており

ますが、プライバシー確保のための必要な改善

といったようなものが、必要となっているとこ

でございます。

以上が、施設面での課題でありますが、次の10

ページにおきまして、診療機能も含めまして、

宮崎病院の再整備の必要性について、改めて整

備を行っているとこであります。

冒頭に記載のとおり、宮崎病院につきまして
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は、昭和58年の改築以来30年余りを経過したこ

とに伴いまして、施設・設備の老朽化・狭隘化

が進みまして、病院運営に支障を来しておりま

すとともに、医療技術の進歩、あるいは医療ニ

ーズの高度化・多様化に十分対応できていない

という状況にございます。そういった意味から、

中核病院としての機能を発揮し得る環境整備が

求められるというふうに考えております。また、

防災の観点からも、できる限り早期の整備充実

が求められております。

このようなことから、以下４つ掲げておりま

すけれども、老朽化対策、それから防災機能の

強化、それから狭隘化・療養環境対策、それか

ら診療機能の強化、この４つの点、具体的な整

備内容は、それぞれに矢印で例示をしておりま

すけれども、こうした点から再整備を行ってい

く必要があるというふうに考えております。

11ページをごらんいただきたいと思います。

６の「再整備案の概要及び考察」でございま

す。最終的には、ここに掲げておりますＡ案か

らＤ案までの４つの案について、比較検討を行っ

てきたところでございます。

折り込みのＡ３の資料のほうをごらんいただ

きたいと思います。

「各整備案の概要」を表にしてまとめてござ

います。各案ともに、上から「整備概要イメー

ジ図」、ダイダイ色が既存の建物でございます。

それから、「敷地利用計画イメージ図」、ダイダ

イ色が改修部分、それから黄色が新築を行う部

分でございます。

それから、「メリット」、「デメリット」、それ

から全体の工期を含めました「建築概要」、それ

から最後に「事業費」というふうに表を掲載し

ております。

なお、事業費については、消費税増税分10％

として消費税増税を見込んでいるところでござ

います。

まず、Ａ案について御説明しますと、これは、

既存建物の改修案でありまして、敷地利用計画

イメージ図のダイダイ色の箇所、ここを改修す

るということでございます。全体の工期は、建

築概要にありますように５年、それから、事業

費は一番下にありますように54億円と見込まれ

まして、最も低額となります。

この案によりますと、改善できる箇所が限定

的でありまして、防災対策でありますとか、あ

るいは診療機能の抜本的な改善を図れず、また、

病棟閉鎖をして改修を行う必要がありますので、

減収、収入の減が生じる、そういったこともあ

りますので、課題が大きいというふうに考えて

おります。

次にＢ案でございますが、これは整備概要の

上のほうに文章でも書いております。防災・急

性期棟の建設及び既存病棟の改修を行う案であ

りまして、黄色い箇所のところ、新築部分であ

りますが、救命救急センター、ヘリポート、手

術室、集中治療室、周産期部門などを備えた急

性期医療と防災機能を担う新棟、新しい建物を

整備して、ダイダイ色の部分、病棟、診療棟の

改修をあわせて実施するというものでございま

す。全体の工期は７年程度、事業費は107億円程

度を見込んでおります。

メリットとして上げておりますのが、防災機

能が向上すること、それから急性期部門を新し

い建物に集約化することによりまして、医療機

能が向上することなどが上げられようかと思い

ます。

一方、デメリットといたしましては、外来部

門は、患者は診療を続けながらの改修工事とい

うふうになりますので、騒音、振動など、医療
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環境上、課題が多いということ。それから、整

備後の患者、医療スタッフの動線が、一番上の

病棟から新棟までかなり長くなること。さらに、

今、改修部分の耐震性、耐震能力は現状のまま

であるということが、デメリットとして上げら

れると思っております。

それから、次にＣ案でございますが、これは

Ｂ案に加えまして、外来部門や病棟の一部を加

えた新しい建物、新棟をつくる案でございまし

て、既存病棟の改修は一部の病棟だけを行うも

のでございます。工期は８年程度、それから事

業費は141億円程度を見込んでおります。

この案のメリットといたしましては、Ｂ案の

急性期部門の改築に加えまして、診療棟─外

来棟が入っております─診療棟の改築も実施、

主たる病院機能が新しい建物に集約されること

によりまして、診療機能が向上することは上げ

られます。診療機能の課題がほぼ改善される案

でありまして、次のＤ案と比べると、全面改築

の案と比べると事業費が低額となります。

しかしながら、デメリットといたしましては、

イメージ図にありますとおり、ダイダイ色の病

棟、既存の病棟を一部改修して使用しますので、

そことの動線が長くなりまして、患者、医療ス

タッフの負担となると見込まれること、それか

ら既存病棟の耐震性は以前のままであると、そ

ういったことがデメリットとして上げられよう

かと思います。

それから、最後にＤ案、全面改築案でありま

すけれども、Ｃ案からさらに既存病棟は解体を

いたしまして、新棟の南側、図でいいますと左

上になりますが、ここに病棟、あるいは事務部

等が入る新棟を建設する案でございます。

それから、敷地の一番右上、南西になります

が、精神医療センター、これにつきましても新

しい建物の中に取り込みまして、その建物は、

ほかの用途で有効活用しようということになり

ます。全体の工期は８年程度で、事業費は175億

円程度を見込んでおります。

メリットは、全ての課題が解決され、病院機

能が向上することでありますが、一方で、当然

のことながら、デメリットとして事業費が最も

高額となります。

これらの整備案につきまして、外部の有識者

から成る病院事業評価委員会でもお示ししまし

て、途中、案の一部に修正を加えながら御意見

をいただいたところでありますが、昨年12月20

日に開催した第３回の委員会では、総括的に申

し上げますと、収益を確保できて採算面で問題

がないのであれば、Ｄ案がいいという意見が多

い状況にありました。

また、費用の面などからＣ案を推す委員の方

もいらっしゃいました。そういう意見もござい

ました。そういう状況にございました。

そうしたことを踏まえての病院局としての考

え方でございますが、12ページをごらんいただ

きたいと思います。

７の「再整備の方向」でありますけれども、

病院局におきましては、以上の４つの案につき

まして、先ほど御説明した再整備の必要性、診

療機能の強化など掲げておりました。その視点

とともに、経営面などからも検討を加えてきた

ところでありますが、枠囲みにありますように、

急性期病棟でありますとか外来診療部門であり

ますとか、病院の根幹をなす部門につきまして

は、やはり改築は必要であると判断いたしまし

て、外来診療等も含めて改築するＣ案、または

全面改築のＤ案をベースに、今後、さらに検討

を加えることとしまして、平成26年度中を目途

に基本構想をまとめることとしたいというふう
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に考えております。

今後の検討に際しましては、次の（１）に掲

げておりますが、医療機能の面では、高度医療

あるいは急性期医療の提供でありますとか、政

策医療への対応、地域医療の確保などの観点か

ら。

それから、下のほうに施設面と書いています。

施設の面からは、診療機能を効率的に発揮でき

る機能的な病院、それから次のページになりま

すけれども、災害に強い病院、それから、③で

ありますが、患者・家族等の利用者の方々の視

点に立った病院、そういった病院を目指して、

こうしたことに採算性、費用対効果なども加え

まして、さらに検討を重ねて基本構想を策定し

たいというふうに考えております。

なお、（２）に再整備の場所について記してお

りますけれども、現在の敷地内での整備を行う

こととしたいと考えております。

その理由につきましては、下に記載をしてお

りますけれども、まず１番目に、現在の立地場

所につきましては、国道10号、269号に面して、

高速のインター、あるいは駅などからも近いと

いう立地条件にすぐれていること、また、平成21

年に建設いたしました、精神医療センター等の

新しい建物の活用も図れること、さらに、宮崎

市の都市計画との調和等の観点から、今、現敷

地内での整備を進めていきたいというふうに考

えております。

また、最後に（３）の「整備手法」でありま

すが、設計・施工分離発注方式など３つの事業

方式の中から、今後、適切な手法を選択したい

というふうに考えております。

説明は以上でありますけれども、今後とも県

議会の皆様の御意見、御提言等もいただきなが

ら、宮崎病院が全県レベルの中核病院として機

能が十分発揮できるよう、検討を進めてまいり

たいと考えておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

説明は以上です。

○新見委員長 執行部の説明が終わりました。

ここで、委員の皆さんの質疑を受けたいと思

います。質疑はございませんか。

○太田委員 基本的な考え方は、12ページに説

明がありまして、了解いたしますというか理解

はいたしました。

それで、このＣ案、Ｄ案で方向としてはいき

たいということでありますが、Ｄ案でいうと175

億円、建物建設にはかかるということでありま

すが、これについては、国の補助とかそういっ

たものは何かありますか、説明をちょっと。

○桑山病院局次長 国の特定の補助金といった

ものはございませんが、地方交付税におきまし

て、こういった事業の場合は、そのほとんどを

起債、企業債を発行しまして、償還をして返し

ていくという形になるんですが、その償還する

元利償還金に対して繰り入れ基準というものが

ございまして、一般会計から２分の１を繰り出

すという基準がございます。その基準に対して

６割を地方交付税の中で算定して、交付を受け

るということで、地方交付税上の措置があると

いうことになっております。

○太田委員 はい、わかりました。

それともう一つ、この説明のところで、４ペ

ージのところで、宮崎市の夜間急病センターも、

敷地内に移転するというような説明がありまし

たが、そういったのは、この中で十分スペース

は足りるということだろうと思いますが、その

スペース的な説明をお願いします。

○桑山病院局次長 宮崎市の初期の夜間急病セ

ンター、これにつきましては、現在の建物の一
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番西側に、以前、小児病棟で使っていた建物が、

小さい建物が別棟がございます。この図には記

載しております。附属棟と書いております、こ

のイメージ図の中ほどの平面図の中に、一番右

のほうに附属棟とありますが、ここの一部に今、

改修工事を行って、４月オープンを目指して整

備しております。

この建物は、基本的には残す方向で、今の段

階では考えているとこでございます。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 ４ページのところで、先ほど説明

はあったんですが、宮崎市の小児診療所の機能、

二次医療を引き継ぐこととなっているというこ

とで、宮崎市夜間急病センター〈小児科〉（初期

救急）が当医院敷地内に移転する予定であると

いうこと、これはその今の建物の中に移転して

くるのか、別棟がどっかにか建つのか、そこだ

け教えてもらっていいですか。

○桑山病院局次長 今、御質問のありました、

宮崎市夜間急病センターの初期救急、これは現

在は一ツ葉のほうの市郡医師会病院のほうで

やっておりますが、それがこの宮崎病院の中の、

先ほどのイメージ図でいいますと、附属棟とい

う場所が右側、ダイダイ色の塗ったりしている

ところの右側に、附属棟って小さい建物があり

ます。ここに入ってくることになります。

これは、あくまでも宮崎市が運営する施設で

ございまして、県立病院としては、その場所を

お貸しするということになります。そこで患者

を診て、さらに治療が必要と、二次、三次の治

療が必要となった場合には、県立病院のほうに、

この病院本体のほうに運ばれてくるというよう

な流れになります。

○宮原委員 よくわかりました。どれを見ても、

そこがひっかかってっていうことにはならない

んですね。ひょっとすると、この建物の中だっ

たら、またお金がそこでかかるのかなと思った

もんですから。はい、わかりました。ありがと

うございます。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○中野委員 新築は新築でいいんですけど、今、

交通アクセスという話がありますけど、私も３

カ月に１回、定期健診に行っていますけど、大

体、バスで来る人はどれぐらいかなっていうこ

とで、病院ができればバスをつくればいいわけ

で、あそこは一等地やから、どっか新しいとこ

に、まあ、土地があるかないかは別として、全

く移転というのも検討に入れても、いいのじゃ

ないかなというような気がしますけど、意見だ

けでいいです。

○新見委員長 そういう思いですか。

○中野委員 もうちょっと広々して、かなり駐

車場も窮屈になったりとか、まあ、一等地だか

ら、かなり高くで売れて土地の差益が出るかな

と。

○渡邊病院局長 先ほど資料の13ページに、再

整備の場所ということで御説明しました。

我々としましては、昨年来、いろんな土地も

いろいろ視野に入れながら議論をしたんですけ

ど、やはり今の場所が最適だということ。

特に今、ちょっと委員がおっしゃいました、

駐車場のこともちょっと言われましたけど、今

度は、基本的には改築するときは１階分は全部

かさ上げしますので、１階には診療器具は置き

ません。したがって、ここは、もう全部駐車場

になると、基本的には、そういう構造に今後、

設計するということは、我々は今、検討してお

りまして、だから、そういう面での駐車場的な

面での心配は要らないのかなと思っています。

それと、もう一つは、やはり、先ほど次長の
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ほうからお話ししましたように、宮崎市の都市

計画との調和というのがあるんですけど、あの

あたりを一体的に医療機能の一つの機能充実を

行うエリアとして、都市計画としてもそういう

位置づけをしているらしいんですが、我々とし

ましては、周辺の病院の状況、宮崎市内の北、

南、西、それから東、いろんな病院があります

けど、そのあたりの病院の宮崎市内の立地状況、

そのあたりも見ながら、やはりこの場所は最適

だということで、一応、この基本方向には入れ

たところでございます。

それからまた、もう一つは、宮崎市の市郡医

師会が今度、移転するということでございまし

て、場所はまだ発表になっておりませんけど、

そのあたりも十分踏まえる必要があるのかなと

いうふうに思っております。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 済みません。このＤ案ですよね、

Ｄ案を見たときに、管理棟が一つ離れちゃうよ

うな形になりますけど、これはこちらの病棟な

り、こちらとやっぱり地下道か何かでつながる

ような想定になるんでしょうか。

○桑山病院局次長 おっしゃるようにＤ案は、

一番右上の精神医療センターを新しい病院のほ

うに取り込みますと、あくわけでございまして、

ここには直接、病院機能に結びつかない、直接

には結びつかない、例えば、研修医を受け入れ

ておりますが、そういった方の院内での待機の

宿舎みたいに使うとか、あるいは、いろんな病

院内外の研修の場所にするとか、あるいは一部

倉庫として使うとか、備蓄倉庫関係とか、いろ

んな用途があろうかと思います。

直接、患者であるとか、医療スタッフに負担

がかからないような、利便性のある施設として

使いたいと思います。

○宮原委員 はい、わかりました。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○右松副委員長 県立宮崎病院の現状を大変分

析されていることをまず感じた次第であります。

私、できましたら本県宮崎県が全国でも有数

の医療先進地になってもらいたいなという強い

思いがありまして、せんだって自民党の部会で

長野県の佐久病院に行ってまいりましたが、や

はりあそこも再整備、近々行うっていうことで

ございました。

町の中心の駅の裏側っていうことでございま

したけれども、それを考えますと、医療先進地

を目指す上で、その核になり得る拠点ができる

のかなというのも感じた次第であります。

経営計画審議会の後、病院の中と病棟、それ

から診療棟とそれから救命救急センターを見ま

したけど、一般質問で申し上げましたが、動線

の分離ですか、救命救急に関しては、やはり医

師はそのことは強く言われておりました。

あともう一点は、やはり南海トラフのことを

考えれば、早急に私は、これは再整備しなけれ

ば、この拠点が地震によって、もう使えなくな

るっていうことは、これは万が一でも、避けな

ければならないというふうに思っています。

ですから、そういった意味では、この案でぜ

ひ順調に進めていただければ、宮崎市民として

もうれしい限りでございまして、その中でやは

り具体的に入ってきますと、Ｃ案ですとやはり

この病棟と動線が長くなる。これはやはり、佐

久病院もそうでしたけど、医師や看護師が、やっ

ぱり働きやすい環境をつくっていくと。それが

患者さんの利益につながって、ひいては収益増

につながるわけでありますので、そのことを考

えれば、できるならば、私は、個人的ですけど

やはりＤ案がベストなのかなというふうに感じ
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ています。

その上で、12ページですけど、基本計画につ

いてですが、26年度中を目途に基本構想をまと

めるということでありますけれども、具体的に、

これはどれぐらいの時期を考えておられるのか、

そこをちょっと教えてもらうとありがたいなと

思います。

○桑山病院局次長 26年度中を目途にというこ

とで、今、副委員長からもお話がありました。

できるだけ整備は早く進めるべきではないかと

いう御意見がございましたが、私どもとしても、

検討はスピーディーにやっていきたいと思いま

す。

ただ、最終的には、いろいろ予算の関係とか

がございますので、また、いわゆる一般会計部

門とも協議しながら、繰入金の関係もございま

す。そういったことも相談しながら、なるべく

早期にまとめていきたいというふうに思います。

○右松副委員長 ぜひ、ここまで基本構想が固

まっているならば、できるだけやはり早く基本

構想をまとめていただいて、それでなおかつ、

例えばＣ案とＤ案で34億の差がありますけれど

も、これ、収益でカバーするには、どれぐらい

のやはり期間が出てくるのかも含めて、私は、

これは必ず収益改善でペイできると思っていま

すので、そういった意味では、もうぜひその辺

の、一般会計から繰り入れするなら、どれぐら

いの形でそれを埋めていくのか、その辺の計画

も含めて、早急にやはりまとめていただいて、

ぜひ進めていただければありがたいなと思って

います。

○新見委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上をもっ

て病院局を終了いたします。

執行部の皆さん、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時39分休憩

午前10時41分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

報告事項の説明をお願いいたします。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いをいたします。

○佐藤福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。

お手元の「厚生常任委員会資料」の表紙をめ

くっていただきまして、目次をごらんいただき

たいと存じます。

本日の報告事項は、「ケアプランの作成に係る

実態調査結果について」及び「宮崎県障害者計

画」を初め４本の計画の改定（案）についてで

ございます。

詳細は担当課長に説明させますので、よろし

くお願いいたします。

私からは以上であります。

○川添長寿介護課長 私のほうからは、本年度

実施しました、「ケアプランの作成に係る実態調

査の結果」がまとまりましたので、その概要に

つきまして御報告いたします。

「委員会資料」の１ページをごらんください。

初めに、１の「実態調査の概要」についてで

ございます。

この調査は、平成25年度の新規事業でござい

ます「ケアプラン適正化支援事業」の一環とし

て実施したものであります。

（１）の「調査対象」でございますが、介護

保険の保険者でございます市町村、ケアプラン

を作成する居宅介護支援事業所の管理者、実際

にケアプラン作成にかかわっておられる介護支
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援専門員、いわゆるケアマネジャーでございま

すが、この３者を調査の対象としております。

（２）の「実施時期」につきましては、記載

のとおりでございます。

次に、２の「アンケートの集計結果」の（１）

の「市町村」を対象としたものであります。

①は、「介護保険料が上昇している原因」につ

いて質問をしたものであり、回答が多かったも

のは、１番目に「要介護認定者の増加」、２番目

は「住宅型有料老人ホーム等の増加」、続いて「要

支援者の増加」の順となっております。

②は、「管内の利用者におけるケアプランの特

徴」について聞いたものでございまして、１番

目に「一律に限度額いっぱいのサービスが位置

づけられている」、２番目は、有料老人ホーム等

の入居者についてでございますけども、「一律に

併設のサービス」と書いていますが、「同一建物

内にありますデイサービス等の併設サービスの

みが位置づけられている」、それと「自立支援に

向けた内容となっていない」が、ともに同じ回

答数となっております。

③の「今後の課題」につきましては、１番目

には「医療との連携」と「介護支援専門員への

指導」が、同じ回答数となっております。続い

て「住民に対する制度理解の促進」の順となっ

ております。

２ページをお開きください。

（２）の「居宅介護支援事業所管理者」への

調査結果でございます。

①は、「要介護度別支給限度額に対する在宅・

有料ホーム別利用状況」につきまして、その平

均利用額を聞いたものでございます。

介護保険制度におきましては、要介護度に応

じて利用できるサービス限度額が決まっており

まして、利用者はその１割を負担し、残り９割

は公費で負担されます。その限度額を棒グラフ

でお示ししますとともに、それぞれの上部に、

その金額を記しております。

また、折れ線が２本ございますが、上に位置

する実線、これは「有料老人ホームの入居者の

利用額が限度額に占める割合」、下のほうの点線

は、「有料老人ホーム以外の在宅の方の利用額が

限度額に占める割合」となっております。

例えば、要介護度３のほうに目を向けていた

だきますと、要介護度３の方は、月額で26万7,500

円まで介護保険が利用できることとなっており

ますが、有料老人ホーム以外の在宅の方は、こ

の限度額の51.9％を利用されているのに比べま

して、有料老人ホームに入所されている方

は、83.9％利用されているということになりま

して、全ての要介護度において同様の状況が示

されております。

②は、「介護支援専門員業務を行う上での課題」

について聞いたものでありまして、１番目に「有

料ホーム」これは有料老人ホームのことですが、

「有料ホームのケアプラン作成」、２番目は「介

護保険制度の周知不足」、続いて「介護支援専門

員の資質の向上」の順となっております。

（３）は「介護支援専門員」を対象としたも

のでございまして、①の「ケアプランを作成す

る上での課題」につきましては、１番目に「自

分の力量に不安がある」、２番目は「有料老人ホ

ームのプラン作成」、続いて「介護保険制度の周

知不足」の順となっております。

②の「医療との連携をする上での課題」につ

きましては、１番目に「主治医等への連絡にた

めらいがある」、２番目は「主治医等との時間調

整が困難」、続いて「医療に関する知識に自信が

ない」の順となっております。

最後に、３の「課題の整理」についてでござ
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いますが、これらの調査結果から、ケアプラン

作成における共通の課題ということで、「有料老

人ホーム入居者のケアプラン」と、「医療と連携

したケアプラン」等について懸念があること、

さらに、有料老人ホームの入所者の利用額が、

それ以外の在宅での利用者よりも高い傾向にあ

ることが示されたところでございます。

このため、今後、事例等を含めたマニュアル

等の作成を進めまして、良質なサービスが提供

できるよう、居宅介護支援事業者等の指導に努

めてまいりますとともに、資質の向上等も問題

視されていますので、介護支援専門員の研修内

容の充実を図るなどに取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

私のほうからは以上でございます。

○古川障害福祉課長 私のほうからは、「障害者

計画（案）」と「発達障がい者支援計画（案）」

について御説明いたします。

まず、「宮崎県障害者計画（案）」について御

説明いたします。

資料の３ページをごらんください。

１の「計画策定の趣旨」でございますけども、

障がいのある人を取り巻く環境は、「障害者の権

利に関する条約」の批准に向け、障害者基本法

の改正を初め、「障害者虐待防止法」、「障害者

差別解消法」の制定など、国内法の整備が行わ

れ、大きく変化したことから、こうした状況の

変化に的確に対応するため、新しい計画を策定

するものであります。

２の「計画の位置付け」でありますが、当計

画は、県が障害者基本法に基づき策定する計画

であるとともに、県の総合計画の部門別計画で

あり、また、（３）にありますように、市町村が

障がい者施策を推進する上で基本的方向を示す

とともに、障がい者を含む県民、事業者、福祉

団体等の協働指針となる計画でございます。

３の「計画の期間」でございますけども、障

がい者福祉制度や経済社会情勢の変化が激しい

ことを踏まえ、平成26年度から30年度までの５

年計画としております。

４の「計画の概要」でございますけど、こち

らにつきましては４ページをごらんください。

１の「基本目標」でございますが、障がいを

理由とした差別の禁止と地域社会での共生を目

指し、「障がいのあるなしによって分け隔てられ

ることなく、地域でともに生きる社会づくり」

としております。

２の「基本方向」でございますが、２つの方

向を設定しております。

１つ目は、障がい者を施策の客体ではなく、

基本的人権を享有し、みずからの決定に基づき

社会参加する主体として捉えた上での支援、２

つ目は、個人の多様なニーズに対応するため、

障がいの特性及び障がい者の生活実態等に応じ

た福祉・保健・介護・医療サービスの充実であ

ります。

３の「推進の視点」でありますが、５つの視

点を設定しております。

まず、１つ目として、障がい者が住みなれた

身近な地域で支援が受けられる体制の充実、２

つ目として、障がい者が、就労も含めた、社会

のあらゆる分野の活動に参加する機会の拡大、

３つ目として、障がい者やその家族が、どこで

誰と生活するかについての選択の機会の確保、

４つ目として、障がい者の活動を制限し、社会

参加を制約する、障がいを理由とする差別の禁

止、そして、５つ目として、さまざまな障がい

特性と、障がいの重度化・重複化も踏まえ、障

がいの多様化への対応の視点であります。

次に、各論でありますが、９つの項目に施策
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を区分しております。

今回、新たに追加した事項等につきましては、

太字にしております。

追加しました事項は、まず、１の「啓発・広

報」の項目の（１）障害者差別解消法の制定を

踏まえまして、障がいを理由とした差別の解消

の推進に係る事項。

次に、３の「教育・育成」の項目の（２）イ

ンクルーシブ教育システムの構築に係る事項で

あります。このインクルーシブ教育システムと

は、共生社会を目指し、障がいのある児童や保

護者の意向を尊重しながら、障がいのある人と

障がいのない人がともに教育を受ける仕組みで

あります。

次に、４の「保健・医療」の項目の（４）難

病患者等への施策の推進であります。これは、

今年度施行されました障害者総合支援法で、障

がい者の範囲に難病等が規定されたことから追

加いたしました。

そして、９の「行政サービス等における配慮

に係る項目」であります。この事項は、障害者

基本法の改正や障害者差別解消法の制定を踏ま

え追加し、具体的な事項としまして、行政機関、

選挙、司法手続等における配慮等の事項を設け

ております。

また、計画の別表で成果目標を導入し、計画

の進捗状況を定量的な視点から把握できるよう

にしております。

なお、この成果目標につきましては、現在、

関係機関の意見をお聞きしながら精査している

ところでございます。

３ページにお戻りいただきたいと思います。

最後に、５の「今後のスケジュール」であり

ますが、本日から２月28日まで、パブリックコ

メントを実施し、その後、３月に宮崎県障害者

施策推進協議会を開催して、今年度中に計画を

決定することとしております。

障害者計画につきましては、以上でございま

す。

次に、５ページをごらんください。

３、「宮崎県発達障がい者支援計画（案）につ

いて」であります。

１の「計画策定の趣旨」でありますが、県で

は、「宮崎県発達障がい者支援体制整備計画」を

平成21年３月に策定し、発達障がい者の各ライ

フステージに対応した支援に取り組んできたと

ころであります。

この間、発達障がい者を取り巻く環境は、障

がい児支援制度の改正に加え、年々増加する発

達障がいに関する相談へ適切に対応するため、

発達障害者支援センターの機能の見直しが検討

されるなど、大きく変化しており、こうした状

況の変化に的確に対応するため、新しい計画を

策定するものであります。

２の「計画の位置付け」でありますが、当計

画は、発達障害者支援法の趣旨を踏まえ、県、

市町村、関係機関等が連携して取り組むべき施

策の方向性を定めたものであります。

３の「計画の期間」でありますが、支援制度

や経済社会情勢の変化が激しいことを踏まえ、

平成26年度から平成30年度までの５年間として

おります。

４の「計画の概要」でありますが、まず、各

ライフステージを通じた支援方針として、早期

発見・早期支援、全ライフステージを通じた継

続支援、発達障がいへの理解促進の３点を設定

したところであります。今回、新たに追加した

支援方針であります。

これは、現在の計画において、各ライフステ

ージごとに課題と今後の対応を記載しておりま
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したが、支援をより効果的に実施するため、各

ライフステージという横の切り口だけではなく、

縦のラインとして、各ライフステージを通じた

共通した支援が必要と考えたことから、新たに

設けたところでございます。

次に、（１）の「就学前期における支援の現状

・課題と今後の対応」についてであります。

このステージでは、小学校入学前を就学前期

として、発達障がいの早期発見のため、１歳半

・３歳児健診、保護者、幼稚園・保育所等にお

ける気づきや、気づき後の、本人と保護者への

フォローと就学へのつなぎについて、課題と施

策の方向性を記載しております。

次に、（２）の「就学期における支援の現状・

課題と今後の対応」についてでありますが、こ

のステージでは、学校においての支援体制や教

員の指導力の向上と、さらに学校外における支

援として、学校以外の関係機関の支援ネットワ

ークの充実や、周囲からの発達障がいに対する

理解や必要な支援の不足などを原因とした、不

登校や二次障がいなどに対する対応について、

課題と施策の方向性を記載しております。

次に、（３）の「就労期における支援の現状・

課題と今後の対応」についてであります。

このステージでは、就労支援体制の充実を図

るため、教育機関や就労支援を行う関係機関の

ネットワークの充実と発達障がいについて、企

業の理解促進、さらには、就労の場面を想定し

つつ、関係機関が連携した生活支援について、

課題と施策の方向性を記載しております。

最後の５の「今後のスケジュール」でありま

すが、本日から２月28日までパブリックコメン

トを実施し、その後、３月に宮崎県発達障がい

者支援検討委員会を開催しまして、今年度中に

計画を決定することとしております。

説明は以上でございます。

○斎藤衛生管理課課長補佐 それでは、私のほ

うからは、「宮崎県動物愛護管理推進計画（案）」

について御説明いたします。

「常任委員会資料」、６ページをお開きくださ

い。

まず、１の「計画策定の趣旨」でございます

が、国が「動物の愛護及び管理に関する施策を

総合的に推進するための基本的な指針」を昨年

８月に改正したことに伴いまして、県の計画を

改定するものであります。

次に、２の「計画の位置付け」でございます

が、県が進める動物愛護管理行政の基本的方向

及び中長期的な目標を明確にするとともに、市

町村や民間との連携により、計画的かつ統一的

に施策を遂行することであります。

次に、３の「計画の期間」でございますが、

平成26年度から35年度までの10年間としており

ます。

次に、４の「計画の概要」でございますが、

まずは、計画の基本方向といたしまして、動物

の適切な愛護及び管理を推進するために、動物

愛護事業における総合的な取り組みを行ってま

いります。

そして、動物愛護管理推進目標といたしまし

ては、犬及び猫の殺処分数を平成24年度と比べ

て３分の１に減少させることを数値目標として

おります。加えて、マイクロチップ等による所

有者明示措置のさらなる普及啓発を図ってまい

ります。

なお、これらの目標を達成するために、具体

的な取り組みといたしまして、県民への動物愛

護意識の醸成を図るとともに、適正な飼養管理

の普及啓発を推進してまいります。あわせて、

県民参加型の動物愛護推進のための体制づくり
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や、犬及び猫の引き取りを抑制するとともに、

譲渡を推進してまいります。そして、狂犬病を

初めとする動物由来感染症への予防対策や地震

などの自然災害時に対する対策も推進してまい

ります。

最後に、５の「今後のスケジュール」でござ

いますが、現在、改定案につきましてパブリッ

クコメントを行っております。今後、パブリッ

クコメントの結果や３月に開催予定の「宮崎県

動物愛護推進協議会」による御意見等をもとに、

計画を決定したいと考えております。

なお、別冊の資料として、宮崎県動物愛護管

理推進計画（案）を配付しておりますので、後

ほどごらんください。

衛生管理課からの御報告は以上であります。

○村上こども家庭課長 私のほうからは、「ＤＶ

対策宮崎県基本計画（案）」について、御説明い

たします。

資料の７ページをごらんください。

まず、１の「計画策定の趣旨」ですが、昨年

７月に改正されました、「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律」、いわゆるＤ

Ｖ防止法の改正内容や、これにあわせて、昨年12

月に示されました、国の施策に関する基本的な

方針、及び同じく昨年７月に改正されました関

連法であります、「ストーカー行為等の規制等に

関する法律」、いわゆるストーカー規制法の改正

内容等を踏まえ、平成21年度から25年度までを

計画期間としております現計画の見直しを行い、

新たな計画を策定するものであります。

次に、２の「計画の位置付け」ですが、本計

画は、ＤＶ防止法第２条の３第１項の規定に基

づき、本県におけるＤＶ対策の実施に関する基

本的な方向性などを示すものでありまして、３

に記載のとおり「計画の期間」は、平成26年度

から平成30年度までの５年間としております。

次に、４の「計画の概要」についてでありま

すが、１つ目の丸に記載してありますとおり、

今回、重点目標の一つとして新たに、「同居中の

交際相手からの暴力被害者及びストーカー被害

者の保護」を設定しておりますが、これは、今

回のＤＶ防止法の改正により、同居中の交際相

手からの暴力とその被害者も、この法律の対象

とされたことや、改正されたストーカー規制法

に、婦人相談所等による被害者の支援が明記さ

れたことを踏まえ、計画の重点目標として新た

に設けるもので、これに係る今後の取り組みと

して、「身の安全確保を最優先にした迅速な一時

保護」を追加することといたしております。

なお、計画全体といたしましては、２つ目の

丸に掲げております、（１）の「ＤＶを許さない

社会づくり」から、（５）の「関係機関との連携

協力等」までの５つを、実施する施策の基本目

標として定め、ＤＶが根絶され、誰もが安心し

て暮らせる社会を目指していくこととしており

ます。

最後に、５の計画策定に係る「今後のスケジュ

ール」でありますが、来月に実施いたしますパ

ブリックコメントの結果を踏まえ、３月の計画

決定を予定しております。

なお、「資料４」としまして、「ＤＶ対策宮崎

県基本計画（案）」を配付してありますので、後

ほどごらんいただきたいと思います。

こども家庭課からは以上です。

○新見委員長 執行部の説明が終わりました。

ここで委員の皆さんからの質疑を受けたいと

思います。

○太田委員 ケアプランの作成の報告でありま

すが、１ページ、２ページで見てみると、住宅

型有料老人ホームの問題が上げられているよう
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な感じがいたします。

２ページのところの一番上の表で、有料老人

ホームの限度いっぱいに使う率が、在宅よりか

高いというのは、ここあたりはどのような分析

をされるのか、ここに問題がありますよとか何

かそういうものがあるのかどうか、ちょっと教

えてください。

○川添長寿介護課長 まず、説明でちょっと言

葉が足りなかったんですけども、例えば、今、

２ページの（２）の②の中に、「有料ホームのケ

アプラン作成」ってございますが、これ、有料

老人ホームのケアプラン作成ってことなんです

けども、有料老人ホーム自体はケアプランはつ

くらない。あくまでそこに、同じ建物に併設さ

れています通所介護事業所等に行かれている利

用者のためにケアプランをつくるということで

押さえていただきたいと思いますが。

太田委員からの問題でいきますと、この問題、

有料老人ホームに入られる方は、当然、自宅で

の介護というのが、なかなか難しくなってとい

う形になりますので、普通の自宅の方、例えば

要介護３の方は、支給限度額の半分の月13

万8,000円ぐらい費用がかかるということです。

個人負担でいくと１万3,000円ぐらいなんです

けども、有料老人ホームに入られると、通所介

護とか訪問介護を多用されて83.9％まで使われ

て、給付費としては22万ちょっとぐらいまで使

うっていうことで、これは先ほど言いましたよ

うに、自宅でなかなか介護できないという形で

介護度が高いと、その分もありますし、資料と

しては出していなかったんですけども、この②

に、介護支援専門員業務を行う上での課題とい

うことで、管理者のほうが、有料老人ホームで

のケアプラン作成にもちょっと懸念があるとい

うのは、設問で自由記載を用意しているんです

が、その中には、画一的なサービスをせざるを

得ないと。通所介護ばっかり入れないといけな

いとか、あとは、必要以上のサービスを入れざ

るを得ないというような御意見がございまして、

実際は、ある程度、今、介護が必要ですから高

くなるのは当然なんですが、それ以外の要因で

上がっているところもあるっていうふうに分析

しております。

以上でございます。

○太田委員 はい、わかりました。

というのは、今度は１ページに戻って、アン

ケートの集計、今、後半の部分で説明されたか

なとは思ったんですが、アンケートの集計結果、

市町村のところの①と②のところを見てみると、

介護保険料が上昇している原因として、在宅型

有料老人ホームが２番目ぐらいに上げられてい

ますよね。

そして、この①の設問は何かわかりやすいん

です。介護保険料が上昇している原因は何です

かって言われたときに、こういうのがありますっ

て説明が棒グラフであるから、ああ、なるほど、

とわかります。

この②の意味が、何かわかりづらいんですね。

これ、管内の利用者におけるケアプランの特徴、

特徴を聞いておるんでしょうが、この括弧内に

書かれておる文言が、特徴といったときに何か

今、一律に併設サービスのみが位置づけられて

いるという説明を冒頭されましたけど、この何

か特徴に問題があるのかなとかいう、これ、聞

き手の側がちょっとわかりづらかったもんで。

要するに、住宅型有料老人ホームは、今言わ

れたように、必要以上に使う可能性もあるんで

すよねという懸念も言われたんであれば、私た

ちも、このアンケートを見ながら、ああ、そう

いうものもあるかな、ということで、ちょっと
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私たちの側も改善を求めていかないかんなとい

うような気持ちにもなるんですが、ちょっと②

の意味が、何か問題、ここに問題なんですよと

いう、冒頭説明されたと思うけど、ちょっとわ

かりづらかったということと。

この住宅型の有料老人ホームは、今、どんど

んできていますよね。もううちの近辺でも、あ

れあれという間にできてきて、それはいいこと

だろうとは思うけれども、今言ったように、

ちょっと必要以上に使い過ぎとかいうことがあ

るとするならば、何か問題提起が必要なのかな、

そのためにとられたんでしょうけど。

ちょっと長くなりましたが、ちょっと②のと

ころは、このアンケートの文の意味がわかりづ

らい感じがいたしますが。ごめんなさい。

○川添長寿介護課長 太田委員のおっしゃると

ころはよくわかります。

これは、最近のケアプラン、市町村の職員は、

介護保険の担当のところは、各被保険者のケア

プランもチェックするようになっておりまして、

保険給付費の抑制の面で、適正化の面で、ケア

プランを見るっていうことになっていまして、

そのケアプランの中で、最近の特徴としてどう

いうのがありますかという複数回答を入れてい

まして、その中の重立ったものがこうだったと

いうことで、今、中身には特に問題がないとか。

公正中立だといういい面も項目を用意した中

に、例えば一律に限度額いっぱいっていうのは、

先ほどの支給限度額をいっぱい使っている例が

多いって、これは全国的に、在宅の方は大体半

分ぐらいを使っているというのが全国平均なん

ですけども、それに比べてどうですかという項

目で出したところ、そういう回答が多かったと。

それと、一律に併設サービスのみというのは、

同じ敷地内とか、同じ建物内のやつとかと、欄

外にございますが、市町村の①の下、以下、同

一法人のサービスのみとか、そういう形になっ

ていまして、複数回答の中では選んでいただい

たっていう、「特に問題がない」と答えた市町村

も当然いらっしゃいました。

それと、２つ目の有料老人ホームは、もう今

は、委員がおっしゃるとおり、近年、相当ふえ

ていまして、今はもう200施設を超えている状況

になっております。

そういう意味で、この実態調査を踏まえまし

て、有料老人ホーム自体は、法律の限界があり

まして、なかなか入って指導等、難しいところ

もあるんですが、併設しているサービス事業者

につきましては、そういうケアプランの強要は

できませんので、その観点から、今後、指導に

は入っていきたいというふうに考えております。

以上です。

○太田委員 わかりました。

住宅型の有料老人ホームが、悪いんだよとい

うイメージで見てはいけないと思いますが、案

ずるところがあるとするならば、こういうアン

ケートの中で分析していって、将来の何らかの

上限なり改善とかに役立てていただきたいなと

いうことで聞かせていただきました。

それと、動物愛護の推進計画についてであり

ますが、２つだけ質問いたします。

マイクロチップ等によるということでありま

すが、このマイクロチップということでの何か

関係が、何か技術的にどんどん可能になってき

ているようなことなのか、ちょっと状況の説明

と。

もう一つは、犬・猫の遺棄をしたりするのは

いかんということでありますが、それ以外にも、

カミツキガメとかあんなのをペットとして養っ

たのを、いつの間にか捨ててしまったとか、あ
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の辺の問題もあろうかと思うんですけど、その

辺の問題は何かこれに、もう愛護のこの管理推

進計画の中には入れ込まれていますかね。

○斎藤衛生管理課課長補佐 まず、マイクロチッ

プのことについてでありますが、そのチップ自

体を犬とか猫に埋め込んで、そのチップの情報

を機械で読み取って、あとはそれをデータベー

ス化しているということになりますので、例え

ば犬が離れて逃げたとか、そういった場合に、

そのチップを埋め込んであれば、その情報を読

み取って、どこの誰かの所有かがわかるという

ことで、そういったチップの普及を図っておる

んですが、まだなかなか、その犬・猫を売ると

きに義務化をされていないもんですから、まだ

所有者自体の、要するに権利といいますか、そ

ういった形でしか今、入れていませんので、な

かなかまだ普及が進んでいないと。

そういう中で、今後、国のほうでも、今から

その義務化に向けて検討をしていくという流れ

がありますので、本県といたしましても、そう

いった普及啓発を進めていきたいと考えておる

ところでございます。

それと、あとはカミツキガメとかそういった

特定動物に関するものになりますが、今回、一

応、本件っていうか、許可動物として登録する

ことになっておりますので、ただ、カミツキガ

メにいたしましては、県内はまだ１件しか登録

という状況になっていませんので、まだそういっ

たものについて、この計画の中にはそんなに盛

り込んでいないところでございます。

○太田委員 はい、わかりました。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○宮原委員 済みません、この６ページで、3,052

頭というのは、犬と猫で分けたらどうなるんで

すかね。

○斎藤衛生管理課課長補佐 ちょっとお待ちく

ださい。

まず、犬のほうでは1,028頭、猫が2,024頭、

猫は犬の倍になっております。

○宮原委員 その犬は当然、引き取りというこ

ともある、引き取りちゅうか、保健所さんに、

あそこに持ってくるというのもあるでしょうけ

ど、野良犬とか野良猫があちこちいるんですけ

ど、そういったものは、積極的に保健所として

は、捕獲をしている状況なんですかね。

○斎藤衛生管理課課長補佐 犬につきましては、

狂犬病予防法という中で動いておりますので、

捕獲ができるということになっております。

猫につきましては、そういった法律はありま

せんので、捕獲っていうのは、負傷した場合に

捕獲をしているとか、そういったものに限られ

ますので、猫の場合は、基本的には引き取りが

主になってきます。

○宮原委員 先ほどもあったけど、このマイク

ロチップっていうのを絶対入れんないかんです

よというような、例えば県で条例をつくるとか、

そういうのは、やっぱりなかなか難しいんでしょ

うかね。

○斎藤衛生管理課課長補佐 先ほどもちょっと

御説明したんですが、今、国のほうが、動物愛

護の法律を昨年改正したことに合わせて、今後、

５年以内に、こういったマイクロチップの普及

啓発についても検討をしていくと。もうその中

で、義務化の方向で考えていくということを今、

示されておりますので、そういったものを見据

えながら、今後、考えていきたいと思っており

ます。

○宮原委員 はい、わかりました。

あと一点、先ほどの太田委員とかぶってしま

うんですが、この２ページのところで、在宅老
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人ホームというところで、要介護３であれば26

万7,500円までは使えますよということだと思う

んですが、これ、有料老人ホームに入っていれ

ば、自分のそこに入っているお金というのは、

ここに含まれるんですか、それとも別なんでしょ

うか。

○川添長寿介護課長 例えば有料老人ホームの

方が支給限度額まで使ったとした場合は、この26

万7,500円の１割負担で２万6,750円。それと別

に食費と居住費等を取られますから、宮崎県の

平均でいくと、それが７万から８万、９万、そ

の辺あたりが大体一番多い価格になっています。

それにこの１割負担を追加するというのが、大

体の支給額になっています。

以上です。

○宮原委員 今、有料老人ホームのほうが非常

にふえてきて、どうも単価が、その入所料が下

がってきているという話も、こう周りでも聞く

んですけど、そうしたときに、この個人の負担

は当然出るんですけど、この目いっぱいいろん

なサービスを使うということで、要は、そこの

施設なりにお金がそれなりに入ってくるという

ことになるんですかね。

○川添長寿介護課長 先ほど言いましたように、

有料の方は自宅でなかなかできないということ

で、それなりの介護が必要だと思いますが、個

別意見では、今は例えば、介護支援専門員に聞

きました、ケアプランを作成する上での課題の

２番目に上がっていますけども、有料老人ホー

ムのケアプラン。上のほうは、管理者なんです

が、（３）の①なんですけど、ここでの個別は、

記載では、今おっしゃいましたような過剰なサ

ービスを求められているとかいう意見もござい

ます。

○宮原委員 基本的に、もう全然話がずれてし

まうんでしょうけど、例えば要介護５の方を家

で見るというのは、これは大変だと思うんです

よ。うちは、祖母をこれで７年ぐらい見たんだ

けど、経済的にも非常に大きな状況の損失にな

るんだけど、普通に家庭の奥さんたちがパート

に行かれますよね。パートに行かれて、10万な

るかならんかを家庭に持って帰って生活をする

という部分がよくあるんですが、26万7,500円、

要介護３であれば、ある程度は家で見られると

思うんですよ。

ある程度、やっぱ国が大きくかじを切って、

そういうところにお金を流すことで、逆に、半

分ですよね、13万ぐらい上げるから見てよ、と

したら、多分、介護保険料なんちゅうのは、半

分になっちゃうんじゃないかなというふうに思

うんですけど、これは僕の意見ですけどね。

だから、やっぱり親子・孫、３世代が同居し

て、そしてある程度、家で見れるという政策で

いかないと、これ、いつまでたってもいってし

まうのかなというのが、私の個人的な意見なん

ですが。

それと、やっぱり事業者の方が、ふえてきて

いる、その事業者の方が、どうも羽ぶりが非常

によいというところが目につく部分が多々ある

んですよ。そうなると、やっぱこの制度自身に

不信感を持たれる。そして、この有料老人ホー

ムで働いている方は、意外と安くで働かれてい

るんだけど、オーナーさんは非常にいい生活を

されているというのが、多々あるんですよね。

だから、おかしいんじゃないかという声が、

あちこちから出るんだけど、そのあたりについ

ては答弁はできないというふうに思いますが、

やっぱり目を配ってやったほうがいいのかなと。

でないと、やっぱりこの制度自体が揺らぐんじゃ

ないかという気がするもんですから、よろしく
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お願いしたいと思います。

○川添長寿介護課長 少々お答えできるものが

ございまして、まず、家族介護につきましては、

今の制度でもできる、市町村の何が任意事業で、

家族で、要介護状態だけど介護をする方には家

族見舞金って、いわゆる介護保険を利用しなけ

ればという制度はやっている市町村はございま

す。ですが、今の制度内でも可能ではあるんで

すが、それほど普及してない。

それと、その事業所の今の有料老人ホームを

めぐる事業者につきましては、国においても、

やっと各ブロックでの意見聴取等とか、当然、

全国の問題になっていますので、今、ちょうど

緒についたところでございまして、今後、検討

していくと思われます。

一方では、支給限度額まで使ってどうしてい

けないのという意見も根強くあるっていう状況

でございます。ただ、おっしゃったことは、今

から非常に検討がされていくものだと思います。

○宮原委員 済みません。ちょっと余計なこと

を言いました。申しわけありません。済みませ

ん、どうも、はい。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○後藤委員 ５ページなんですが、発達障がい

者支援計画（案）、特にこの計画の概要で、就学

前期、「気づき」と今、言葉で表現されています

けど、疑い、気づきなんですけど、せっかく気

づき（疑い）を持った、抱え込んでいる状態と

いうのが、潜在化している状況がある。

相談するところが、まず、それがライフステ

ージごとにどこに相談したらいいかという。相

談して、ああ、間違いないなと思ったけれども、

今度は診断する診療医、県内で非常に不足して

いるという実態も出ていますが、そこ辺の相談

するところを明確にしていただきたい。その後

の流れって感じていますけど、その流れがスム

ーズにいくようなシステム、３月に支援検討委

員会を開催予定ですが、特にこの疑いを持った

まま抱え込んでいる保育士さんとか幼稚園教諭

いらっしゃいますので、どうもそこ辺を明確に

する手だてっていうのをぜひ具体的に織り込ん

でいただきたいと思っていますけど、これ要望

ですけど、よろしくお願いします。

○古川障害福祉課長 今、後藤委員の言われま

したとおり、なかなか、病院のほうといいます

か、診断する側が少ないということで、待ちと

いうのもありますし、先ほど申しましたけども、

発達障がい者支援センターというのが、ここで

いろいろ支援するんですが、これは県内３カ所

で、全国的なんですけども相談がふえてて、こ

れがもうパンクしているという状況にございま

す。

そういうことから、まず一番いいのは、診断

される医師をふやすというのが、これも全国的

に、こういう小児の神経関係の医者が全国的に

いないということで、それはそういう待ちの患

者はどうするのかというのがありまして、気づ

いた後、相談する場所として、発達障がい者支

援センターもなんですけども、ではなくて、児

童発達支援センターが別にございます。これは

一般障がい者、一般の一応、相談を受ける、支

援するとこなんですけども。

現在、そこの機能というのが、発達障がいの

専門とはなってないもんですから、そういう支

援が十分できないってことで、今後、見直しが

検討されますっていうことを申し上げたんです

けども、この発達障がい者支援センターの機能

を一部、その児童発達支援センター、結局、一

般的な障がい受けるところにも研修をさせまし

て、やっぱり質の向上を上げて、そこでも受け
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入れるようにしていきたいというのもございま

すし、先ほどもございましたけども、幼稚園と

か保育所、ここの先生にも、そのある程度の支

援ができるような形で研修をしていくという形

で、まず相談して、そのある程度の支援ができ

るように、体制をとっていきたいというふうに

考えております。

あわせまして、こういう気づきの中で、やっ

ぱり言語のほうのおくれというのもございます

ので、これにつきましても、今、各市町村が取

り組んでおるとこなんですけれども、全市町村

じゃないもんですから、そこを各市町村が地域

格差をなくして、そういう言語の訓練もできる

ような形で、そういう形で支援をしていきたい

と。それで、そういう形で計画のほうに入れて

いるところでございます。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○星原委員 長寿介護課なんですが、このケア

プランのその実態調査結果ね、これをつくられ

て見させていただいて、集計のところで、市町

村は100％、事業所管理者は71％、専門員は36％

となっていますよね。

この回答に対して、傾向はわかるんですが、

一番いろんな課題があるということで、この新

規事業で取り組まれた事業だと思うんで、本当

は市町村と同じで、それぞれのアンケートをと

るんであれば、自由意思を狙っているかもしれ

んけど、100％にいくようなとり方ということに、

もともと、お願いするときに、そういうお願い

みたいなものはされなかったものなんですか。

○川添長寿介護課長 星原委員の御指摘のとお

りでございまして、回収率を上げるために、相

当、期限等も12月いっぱいまで延ばした経緯が

ございますけども、市町村は当然、保険者とし

て、うちのほうから依頼しました。

居宅介護支援事業者の管理者につきましても、

これも県のほうで回収等々をお願いもこれして、

やっと71％だったんですが、介護支援専門員に

つきましては、ケアマネの協会さんにお願いし

た経緯がございまして、ここまでしかとれなかっ

たと。

それと、居宅介護支援事業者につきましては、

この一番上のグラフを出すために、平均利用額

等を出す計算が、相当事務を要しまして、なか

なか上がってこなかったという経緯がございま

した。おっしゃるとおり、ほとんど100％を目指

したんですが、結果としてこれで集計させてい

ただいたということです。

○星原委員 何でそういうことを聞くかという

と、結局、今後、こういう介護の、先ほどのよ

うな、いろんな問題・課題がずっとふえていく

と思うんですよ。せっかく事業ですれば、本当

に基本的にどういった課題がいっぱいあるのか

というのをちゃんとつかんで、それにどう対応

していくかというために、こうやられたと思う

もんですから、１ページの「今後の課題」とい

うとこで、医療との連携とか、介護支援専門員

への指導とか、そういったことが出てきながら、

この（３）の介護支援専門員の回答率がこんな

に低いんでは、本当に実態が、その支援員の人

たちがどんな課題で悩んでいるのか、あるいは

その医療機関とかという主治医等との時間の調

整とか、いろんな課題がいっぱいあると思うん

ですよね。

そういうのの流れをうまくするために行われ

た、このアンケートじゃないかなというふうに

思うもんですから、本来であれば、やっぱりそ

れぞれ抱えている課題をいっぱい、あるやつを

全部吐き出してもらって、今後に生かす形がと

られんと意味がないのかな。
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ただ、こういう結果が出ましたよという報告

じゃなくて、今後にどうやって生かしていくか

ということを考えると、本当に、この出た結果

以外の方、要するに、その市町村から見れば、

介護支援員の指導が必要だとかっていうのが、

一方でそういうふうに出てくる中で、その支援

員の人たちが３分の１ぐらいしか、こういうア

ンケートに答えない実態っていうのも、なぜか

なという気がするんですが、その辺についての

考え方は把握はされているんですか。

○川添長寿介護課長 星原委員がおっしゃると

おりでございます。これにつきましては、それ

ぞれおのおののケアマネジャーさんが自覚持っ

て取り組んでいただかないといけないというこ

とでございまして、これは宮崎県で働いている

ケアマネジャーさん、1, 5 0 0名ぐらい、実

際、5,000名の方が資格はあるんですけど、登録

が5,000名で、実際働けるよとしているのが3,000

名。で、実際に働いていらっしゃる方が1,500名

なんですが、そのうちの1,200名が介護支援専門

員協会に入っています。

協会のほうとも密接にやっていまして、その

面では、今後、その一人一人が自覚を持ってい

ただくように研修の場でやりますし、こういう

のにも真摯にお答えいただくように、協力いた

だくように、今後、検討していかないといけな

い。ただ、今、ケアマネ協会としては、親身に

なって一緒にやっていただいていますので、非

常にそういう波及していくものに考えておりま

す。

今後、また周知して、個々に強力に指導して

いきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

○星原委員 ぜひその辺に力を入れてもらって、

これからどんどんふえていく。先ほど、それぞ

れの委員会あったように、その施設もふえてい

く中で、課題もいっぱい出てくるんだろうと思

うんですよ。だけど、最前線で患者と云々して

いる人たちは、この介護支援専門員の人たちが、

実態が一番わかるだろうと思うんですよね。家

族との関係から、患者との関係から、あるいは

病院、医者との関連から、一番わかっているの

が、そういう人たちじゃないかなと。

だから、そういう人たちが、やっぱりいろん

な課題を解決していくことが、やっぱ今後の課

題じゃないかなというふうに思うもんですから、

ぜひその辺のとこをうまく連携とっていただけ

ればというふうに思います。

○新見委員長 ほかにございませんか。

○太田委員 済みません。発達障がいとそれか

らＤＶ対策の問題ですが、これ２つとも何か共

通しているかなと思ったら、世の中に隠れた問

題としてあるもんですから、特に発達障がい、

これ、回答を求める意味で質問しているんじゃ

ないんですが、発達障がいの場合は、本当に載

せていただくと、企業の理解促進とか、企業で

理解してもらえれば、そしてそういう人なんで

すよということで周りが理解すれば、本当に素

直にすっと世の中に入ってこれる。

私ども、過去を振り返ってみると、小学校時

代なんかに先生がぼかすかたたいて、あの子は

発達障がい者だったなというような、今、思い

をすると本当にかわいそうだったなって思うん

ですが、そういう二次障がいなんかが発生する

可能性は、もう本当に高いという分析もされて

おりますので、ぜひこれ、パブリックコメント

等も通しながら、理解が深まっていくといいが

なという思いがします。特に、だから、分析と

してはよくされているんじゃないかなという思

いがします。
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それから、ＤＶ対策のほうなんですが、これ

もあれかもしれません。このＤＶを許さない社

会づくりというふうに、その視点も持っておか

なきゃいかんと思いますが、人間、多少、人か

ら愛されなくてもいいんだという、愛されない

ことを捨てていくという、愛されることを多少

捨てるような人格形成もしていかないと、スト

ーカーというのは、意外と愛を求めているとい

うか、愛が足りなかったからかもしれないけれ

ど、多少、そういう人生の中で愛されないこと

だってあり得るんだ、耐えるんだということも、

何か教育の一環として、小学校時代からずっと、

何かそういうのも教える必要があるんじゃない

かなと思って。

これ、私、ＤＶでどうしなさいということじゃ

ないんですけど、総合的に人間形成として小学

校時代から、ずっと、家庭の問題もあるかもし

れないけれど、愛されないことに耐えるといい

ますか、何かそんな視点もどっかで必要かなと

いう気がして、対策だけではなかなかだろうと

思うんですよね、この宮崎県で、事件がいろい

ろ起きていますけれど、何かそういったところ

もちょっと感じるとこがありまして、たくまし

く生きていくという視点も、何か教育委員会あ

たりとも連携をとりながらできんもんかなと、

ふと思ったところです。

これは、ちょっと漠然としとるかもしれんけ

れども……。大事なことじゃないかなという気

がするんですよね。人間が耐えていくっていう

ところにも、何かうまくできないもんかなとい

うような感じがいたしました。

○新見委員長 答弁はよろしいですね。

○太田委員 はい、要りません。

○新見委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようですので、以上をもっ

て福祉保健部を終了いたします。

執行部の皆さん、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時33分休憩

午前11時36分再開

○新見委員長 委員会を再開いたします。

そのほかに何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○新見委員長 ないようでしたら、以上をもっ

て本日の委員会を終了いたします。お疲れさま

でした。

午前11時36分閉会


